
前泊・後泊が認められる場合 

前泊が認められるのは、用務当日の 7：00より前に起点とする駅を

出発しなければ用務地に到着できない場合 

後泊が認められるのは、用務当日の 22：00以前（学生を含む職員以

外の場合は、21：00以前）に終点とする駅に到着することができな

い場合 となります。 


